
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 料 及 び 管 理 職 手 当 の 特 例 に 関 す る 規 程 を

こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 26年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 10号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 料 及 び 管 理 職 手 当 の 特 例 に 関

す る 規 程  

（ 職 員 の 給 料 の 特 例 ）  

第 １ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 員 （ 次 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 任 期 付

職 員 を 除 く 。以 下 こ の 条 に お い て「 職 員 」と い う 。）の 給 料 の 月 額 は 、

平 成 26年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 27年 ３ 月 31日 ま で の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」

と い う 。 ） に お い て 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準

に 関 す る 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 22号 。 以 下 「 給 与

条 例 」 と い う 。 ） 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 平

成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 15号 。以 下「 給 与 規 程 」と い う 。）、

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 平 成 23

年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 14号 ） 第 ３ 条 及 び 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の

機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水

道 企 業 団 管 理 規 程 第 12号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら

の規 定 により定 められる額 から、次 の各 号 に掲 げる職 員 の区 分 に応 じ、

こ れ ら の 額 の 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 に 相 当 す る 額 （ そ の 額 に １ 円 未 満

の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。  

(1) 給 与 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員

（ 以 下 「 管 理 職 手 当 受 給 者 」 と い う 。 ） の う ち 給 与 規 程 第 14条 に 規

定 す る 給 料 表 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 給 料 表 」 と い う 。 ） の 職 務 の

級 が ８ 級 で あ る も の  100分 の 3.1 

(2) 管 理 職 手 当 受 給 者 （ 前 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）  100分 の 2.5 

(3) 前 ２ 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 の う ち 給 与 規 程 第 ９ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 再 任 用 職 員  100分 の 1.1 

(4) 第 １号 及 び第 ２号 に掲 げる職 員 以 外 の職 員 のうち地 方 公 務 員 法（ 昭

和 25年 法 律 第 261号 ）第 22条 第 ２ 項 又 は 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関

す る 法 律（ 平 成 ３ 年 法 律 第 110号 ）第 ６ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り

任 用 さ れ た 職 員  そ の 職 務 の 級 及 び 号 給 （ 次 号 に お い て 「 級 号 給 」

と い う 。 ） の 別 に 応 じ て 別 表 に 定 め る 割 合  

(5) 前 各 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  そ の 級 号 給 の 別 に 応 じ て 別 表 に

定 め る 割 合  

２  職 員 の 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 に つ い て は 、 前 項 の

規 定 は 、 適 用 し な い 。  

（ 特 定 任 期 付 職 員 の 給 料 の 特 例 ）  



第 ２ 条  一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 23年 大 阪 広 域

水 道 企 業 団 条 例 第 11号 。以 下 こ の 項 に お い て「 任 期 付 職 員 採 用 等 条 例 」

と い う 。 ） 第 ６ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 特 定 任 期 付 職 員 （ 以 下 「 特 定 任 期

付 職 員 」 と い う 。 ） の 給 料 の 月 額 は 、 特 例 期 間 に お い て 、 一 般 職 の 任

期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規

程 第 11号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 、 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 、 給 与 条 例 、 給 与 規 程 、

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 及

び 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 規

程 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ り 定 め ら れ る

額 か ら 、 こ れ ら の 額 の 100分 の 2.5に 相 当 す る 額 （ そ の 額 に １ 円 未 満 の

端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。  

２  特 定 任 期 付 職 員 の 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 に つ い て

は 、 前 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

（ 減 額 の 割 合 に 異 動 を 生 じ た 場 合 の 取 扱 い ）  

第 ３ 条  適 用 さ れ る 第 １ 条 第 １ 項 各 号 又 は 前 条 第 １ 項 に 定 め る 割 合 に 異

動 を 生 じ た 場 合 は 、 異 動 後 の 割 合 は 、 当 該 異 動 を 生 じ た 日 の 属 す る 月

の 翌 月 以 後 の 給 料 の 月 額 に つ い て 適 用 す る 。 た だ し 、 当 該 異 動 を 生 じ

た 日 が 月 の １ 日 で あ る 場 合 は 、 そ の 月 以 後 の 給 料 の 月 額 に つ い て 適 用

す る 。  

（ 給 与 の 減 額 に 関 す る 特 例 ）  

第 ４ 条  特 例 期 間 に お け る 給 与 規 程 第 11条 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 同 項 中 「 翌 月 以 後 」 と あ る の は 、 「 翌 月 」 と す る 。  

（ 職 員 の 管 理 職 手 当 の 特 例 ）  

第 ５ 条  管 理 職 手 当 受 給 者 の 管 理 職 手 当 の 月 額 は 、 特 例 期 間 に お い て 、

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広

域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 17号 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 規 程 の 規 定 に

よ り 定 め ら れ る 額 か ら そ の 100分 の ５ に 相 当 す る 額（ そ の 額 に １ 円 未 満

の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 平 成 26年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 料 及 び 管 理 職 手 当 の 特 例 に 関 す る 規 程 の

廃 止 ）  

２  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 料 及 び 管 理 職 手 当 の 特 例 に 関 す る 規 程

（ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 16号 ） は 、 廃 止 す る 。  



別 表  特 例 期 間 に お け る 減 額 の 割 合 （ 第 １ 条 関 係 ）  

 

 

職 務 の 級  号   給  割  合  

１  級  

65 以 下  100 分 の 0.7 

66以 上  100 分 の 1.1 

２  級  

11 以 下  100 分 の 0.7 

12以 上 74以 下  100 分 の 1.1 

75以 上  100 分 の 1.5 

３  級  

41 以 下  100 分 の 1.1 

42以 上  100 分 の 1.5 

４  級  

１  100 分 の 1.1 

２ 以 上 28以 下  100 分 の 1.5 

29以 上  100 分 の 1.9 

５  級  

７ 以 下  100 分 の 1.5 

８ 以 上  100 分 の 1.9 

６  級  全 号 給  100 分 の 1.9 

７  級  １  100 分 の 1.9 

８  級  １  100 分 の 1.9 


